
燕三条地場産業振興センター『展示ケース製作装飾委託』仕様書 

 

１  委 託 名  展示ケース製作装飾委託 

 

２ 日  時 平成 29年 2月 15日(水)から 2月 24日(金)まで 

        （午前 8時 30分から午後 6時まで） 

 

 

３ 会  場 燕三条地場産業振興センター(新潟県三条市須頃 1-17) 

メッセピア １階 交流サロン西側         （別紙平面図参照） 

 

４ 委託内容 展示ケースの製作及び装飾に係るデザイン設計施工業務 

 

５ 製作要件 ①燕三条の出品企業の商品や技術力を紹介するコーナーであると同時に、

ものづくりのまち燕三条を表現する、物産館と一体化したブースでもあ

り、エントランスからも見やすい構造物を配置したレイアウトとする 

 

       ②展示小間数については２５０から２８０小間程度を確保する 

 

       ③各展示小間のスペースは、その形状により異なる場合も、同程度の容量

を有するものとする 

 また、小間内に A4縦サイズの印刷物等が展示できるものとする 

 

④各展示小間の耐荷重は１棚最大 10㎏とする（棚の重量含む） 

 

⑤１社で複数箇所使用する場合を想定し、小間の棚位置等の移動や取り外

しができること 

 

⑥構造物の高さは最大 270 ㎝、展示ケースの高さは最大 210 ㎝までとし、

高さ 180㎝、幅 180㎝、奥行き 120㎝以内に、容易に分割可能なこと 

 

⑦各構造物や展示ケースは、自在キャスター等により容易に全方向移動が

できること 

 

⑧展示ケースは施錠ができ、かつ内部に陳列された商品の入替えが容易に

できる構造であること 

 

⑨各展示スペースのサイズに応じた LED照明を各小間に設置すること 

 

⑩各展示ケースの中で、商品展示側に 100Ｖ電源の確保ができること 



 

⑪各構造物や展示ケースの電気配線接続を簡便なものとし、同じ形の構造

物同士が入れ替わる場合も、配線が容易に接続できること 

 

⑫100V電源は装飾エリア内の柱よりとることができるが、配線を埋設する

など、動線内の取り回しに留意すること 

 

⑬展示スペース装飾該当部の床カーペット部について、タイル部との段差

を解消することと、構造物の移動を容易にすることを目的に、全体装飾

内で相応なフロアタイル等を敷くこととする 

 

※上記製作要件にある小間とは、展示ケース内で複数に均等分割された、

出展企業の商品等を展示するスペースをさす 

 

６ 予算額 １７，２８０，０００円（消費税及び地方消費税含む） 

 

※予算の範囲内で自由な発想でご提案いただき、製作装飾内容（平面図及びイ

メージ図）と見積書をご提示下さい。 

 

※予算額には、ケースデザイン・レイアウト、各種サイン製作、電気工事、設

営、運搬費、現場施工費等を含みます。 

 

７ 著作権 

   デザイン等は当センターに帰属する。必要に応じてデザインデータを提出すること。 

 

８ 審査の観点 

コンペ当日に 10分間のプレゼンテーションの後、以下の観点から審査を行います。 

 

デザイン・

レイアウト 

見やすい構造及び配置となっているか 

ものづくりのまち燕三条の魅力が表現できているか 

使い勝手がよく、商品の入替えが容易にできるか 

来館者の動線が十分考慮されているか 

構造物の分割移動及び配線方法は考慮されているか 

業務運営 要求仕様が満たされており展示出品に支障はないか 

総合力 
企画提案内容が同等である場合、見積価格が安価であるか 

企画提案内容が優れているか 



 

 

９ 支払い 

支払い方法については、原則として事業完了後に全額精算払いとする。 

 

10 その他 

(1)参加申請書 提出期限 

平成 28年 10月 21日（金）午後 5時までに下記あてに提出してください。 

 

(2)提案書及び見積書 提出期限 

平成 28年 10月 31日（月）午後 3時までに下記あてに提出してください。 

 

(3)決定期日 

    平成 28年 11月 4日(金)までに文書にて通知します。 

    なお、審査内容についてはお答えできません。 

 

(4)選定後の手続き 

    決定以降において委託契約を締結させていただきます。 

なお、コンペ後に生じる展示内容の変更等については、両社協議の上定めることと

いたします。 

 

(5)業務完了報告書 

受託業務に対する業務完了報告書を、平成 29 年 2 月 28 日（火）17 時までに提出

願います。 

 

(6)その他の注意事項 

①燕三条地場産センターの利用上の注意に則って工事などを行うこと。 

②個々の作業の実行と全体的な調整を主催者と共に行う。 

③工事日および運営日程を調整し、事務局に提出すること。 

④本仕様書に定めのない事項については、両者協議のうえ決定するものとする。 

⑤業務の一部を外部に委託する場合はその費用は負担すること。 

 
【問合せ先】 
公益財団法人燕三条地場産業振興センター  
営業推進部 物産観光課 鈴木/高橋 
〒955-0092 三条市須頃 1丁目 17番地 
TEL 0256-32-2311   FAX 0256-34-6167 
E-mail：eigyou@tsjiba.or.jp 


